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議案第６０号  

令和８年度高松市一般会計補正予算（第１号）  

令和８年度高松市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９８，３８１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９３，３９８，３８１千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（債務負担行為の補正）   

第２条   債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）  

第３条   地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

  令和８年６月１２日提出  

香川県高松市長  大  西  秀  人

－1－



16 38,429,505 405,144 38,834,649

2 国庫補助金 7,582,219 405,144 7,987,363

17 16,014,825 1,663 16,016,488

2 県補助金 4,839,811 1,663 4,841,474

21 22,240 36,174 58,414

1 繰越金 22,240 36,174 58,414

22 4,578,021 6,800 4,584,821

6 雑入 2,465,528 6,800 2,472,328

23 10,781,200 148,600 10,929,800

1 市債 10,781,200 148,600 10,929,800

192,800,000 598,381 193,398,381

国庫支出金

県支出金

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

－2－



2 20,099,647 8,120 20,107,767

1 総務管理費 16,724,522 8,120 16,732,642

3 88,244,496 27,230 88,271,726

1 社会福祉費 36,688,760 2,435 36,691,195

2 児童福祉費 39,273,779 24,795 39,298,574

4 16,781,750 299,528 17,081,278

1 保健衛生費 3,322,090 297,750 3,619,840

3 清掃費 8,137,118 1,778 8,138,896

7 3,476,697 39,908 3,516,605

1 商工費 3,476,697 39,908 3,516,605

8 15,552,118 223,595 15,775,713

2 道路橋りょう費 3,112,592 120,395 3,232,987

5 都市計画費 9,017,481 103,200 9,120,681

192,800,000 598,381 193,398,381

総務費

民生費

衛生費

商工費

土木費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

千円

－3－



－4－



　第２表　債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

令和９年度から
令和 10年度まで

令和９年度から
令和 10年度まで

　追　加

放 課 後 児 童 ク ラ ブ 管 理 運 営 費 13,314 

衛 生 セ ン タ ー 管 理 費 3,556 

千円

－5－



 第３表  地方債補正

変　更

千円 ％

249,900 普 通 貸 借 5.0
又 は 以内
証 券 発 行

観 光 事 業 512,900

道 路 橋 り ょ う 事 業 969,500

都 市 計 画 事 業 971,300

計 10,781,200

借り入れる資
金で、利率見
直しを行った

児 童 福 祉 事 業

ただし、利率
見直し方式で

起 債 の 目 的

補 正　　

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率

場合は、当該
利率

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

－6－



千円 ％

1 元金は、据置期間を含 1 元金は、据置期間を含
め３０年以内において め３０年以内において
償還する。ただし、市 償還する。ただし、市
財政の都合により据置 267,700 普 通 貸 借 5.0 財政の都合により据置
期間及び償還期限を短 又 は 以内 期間及び償還期限を短
縮し、繰上償還し、又 証 券 発 行 縮し、繰上償還し、又
は低利に借換えするこ は低利に借換えするこ
とができる。 とができる。

2 元金及び利子の支払時 2 元金及び利子の支払時
期並びに支払方法は、 期並びに支払方法は、
借入先の融資条件によ 借入先の融資条件によ
る。 る。

548,700

1,020,000

1,015,800

10,929,800

借り入れる資
金で、利率見
直しを行った

利 率 償 還 の 方 法

ただし、利率
見直し方式で

　前 補 正 後

償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法

場合は、当該
利率

同　上 同　上 同　上

同　上 同　上 同　上 同　上

同　上

同　上 同　上 同　上 同　上

－7－



－8－



１　総　　括

（歳　　入）

16 国庫支出金 38,429,505 405,144 38,834,649

17 県支出金 16,014,825 1,663 16,016,488

21 繰越金 22,240 36,174 58,414

22 諸収入 4,578,021 6,800 4,584,821

23 市債 10,781,200 148,600 10,929,800

192,800,000 598,381 193,398,381歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

－9－



（歳　　出）

2 総務費 20,099,647 8,120 20,107,767

3 民生費 88,244,496 27,230 88,271,726

4 衛生費 16,781,750 299,528 17,081,278

7 商工費 3,476,697 39,908 3,516,605

8 土木費 15,552,118 223,595 15,775,713

192,800,000 598,381 193,398,381

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計

－10－



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

6,800 1,320

3,326 17,800 6,104

288,875 10,653

35,800 4,108

114,606 95,000 13,989

406,807 148,600 6,800 36,174

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円

特 定 財 源
一　般　財　源

千円 千円 千円

－11－



２　　歳    入

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

405,144千円

405,144千円

 千円

１６款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

2 1,384,948 1,663 1,386,611民生費国庫補助金

3 595,630 288,875 884,505衛生費国庫補助金

6 1,760,695 114,606 1,875,301土木費国庫補助金

7,582,219 405,144 7,987,363計

１７款　県支出金 1,663千円

　２項　県補助金 1,663千円

2 2,546,582 1,663 2,548,245民生費県補助金

4,839,811 1,663 4,841,474計

２１款　繰越金 36,174千円

　１項　繰越金 36,174千円

1 22,240 36,174 58,414繰越金

22,240 36,174 58,414計

　１６款　国庫支出金　１７款　県支出金　２１款　繰越金

－12－



 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

児童福祉費補 1,6632 放課後児童クラブ管理運営費補助金 1,663

助金 1,663　放課後児童クラブ管理運営費補助金

保健衛生費補 288,8751 環境保全費補助金 288,875

助金 288,875　脱炭素先行地域づくり事業費補助金

道路橋りょう 64,1562 道路新設改良事業費補助金 3,534

費補助金 3,534　道路新設改良事業費補助金

橋りょう長寿命化事業費補助金 60,622

60,622　橋りょう長寿命化事業費補助金

都市計画費補 50,4504 街路事業費補助金 50,450

助金 50,450　街路事業費補助金

児童福祉費補 1,6632 放課後児童クラブ管理運営費補助金 1,663

助金 1,663　放課後児童クラブ管理運営費補助金

繰越金 36,1741 前年度繰越金 36,174

36,174　前年度繰越金

　１６款　国庫支出金　１７款　県支出金　２１款　繰越金

－13－



目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

6,800千円

6,800千円

 千円

２２款　諸収入

　６項　雑入

4 2,462,444 6,800 2,469,244雑入

計

２３款　市債 148,600千円

2,465,528 6,800 2,472,328

　１項　市債 148,600千円

2 564,900 17,800 582,700民生債

5 512,900 35,800 548,700商工債

6 3,000,000 95,000 3,095,000土木債

10,781,200 148,600 10,929,800計

　２２款　諸収入　２３款　市債

－14－



 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

雑入 6,8002 総務管理費収入 6,800

1,800　自治総合センターコミュニティ助成金

5,000　コミュニティ活動等助成金

児童福祉債 17,8002 放課後児童クラブ施設整備事業債 17,800

17,800　放課後児童クラブ施設整備事業債

商工債 35,8001 玉藻公園債 35,800

35,800　高松城跡整備事業債

道路橋りょう 50,5002 道路新設改良事業債 5,900

債 5,900　道路新設改良事業債

橋りょう長寿命化事業債 44,600

44,600　橋りょう長寿命化事業債

都市計画債 44,5005 街路事業債 44,500

44,500　街路事業債

　２２款　諸収入　２３款　市債

－15－



 千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　２款　総務費

　１項　総務管理費 8,120千円

8,120千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

3,1201 一般管理費 6,161,049 6,164,169 1,800 1,320

諸収入

1,800

5,00011 地方振興費 2,812,387 2,817,387 5,000

諸収入

5,000

16,732,64216,724,522 8,120計 0 0 1,320

27,230千円

2,435千円

6,800

　１項　社会福祉費

　３款　民生費

2,4354 後期高齢者 7,579,677 7,582,112 2,435

医療費

36,691,19536,688,760 2,435計 0 0 2,435

27,230千円

24,795千円

0

　２項　児童福祉費

　３款　民生費

24,7951 児童福祉総 18,788,539 18,813,334 3,326 17,800 3,669

務費 国庫支出金 市債

1,663 17,800

県支出金

1,663

39,298,57439,273,779 24,795計 3,326 017,800 3,669

　　２款　総務費　　３款　民生費

－16－



千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節

1,320委託料12 3,120防災諸費

3,120　南海トラフ地震等総合対策事業費
1,800負担金、補助18

及び交付金

5,000負担金、補助18 5,000住民組織活動推進費

及び交付金 5,000　コミュニティ推進費

2,435繰出金27 2,435後期高齢者医療事業特別会計繰出金

2,435　事務費繰出金

4,992委託料12 19,803放課後児童クラブ施設整備事業費

19,803　放課後児童クラブ施設整備事業費
18,227工事請負費14

4,992放課後児童クラブ管理運営費

1,576補償、補塡及21 4,992　放課後児童クラブ管理運営費

び賠償金

　　２款　総務費　　３款　民生費

－17－



 千円  千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　４款　衛生費

　１項　保健衛生費 297,750千円

299,528千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

297,7502 環境衛生費 571,889 869,639 288,875 8,875

国庫支出金

288,875

288,875 0 8,8753,619,8403,322,090 297,750計

299,528千円

1,778千円

0

　３項　清掃費

　４款　衛生費

1,7783 し尿処理費 478,084 479,862 1,778

8,138,8968,137,118 1,778計 0 0 1,778

39,908千円

39,908千円

0

　１項　商工費

　７款　商工費

39,9085 観光費 1,690,397 1,730,305 35,800 4,108

市債

35,800

3,516,6053,476,697 39,908計 0 035,800 4,108

　　４款　衛生費　　７款　商工費

－18－



千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節

14報酬1 288,875環境保全費

288,875　脱炭素先行地域づくり事業費
140需用費10

8,875食肉センター事業特別会計繰出金

8,122委託料12 8,875　食肉センター事業特別会計繰出金

280,599負担金、補助18

及び交付金

8,875繰出金27

1,778委託料12 1,778し尿処理費

1,778　衛生センター管理費

50需用費10 39,908玉藻公園費

39,908　高松城跡整備事業費
10,004委託料12

29,854工事請負費14

　　４款　衛生費　　７款　商工費
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 千円  千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

　８款　土木費

　２項　道路橋りょう費 120,395千円

223,595千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

10,1723 道路新設改 717,247 727,419 3,534 5,900 738

良費 国庫支出金 市債

3,534 5,900

110,223 5,0015 橋りょう新 345,678 455,901 60,622 44,600

設改良費 国庫支出金 市債

60,622 44,600

3,232,9873,112,592 120,395計 64,156 50,500 5,739

223,595千円

103,200千円

0

　５項　都市計画費

　８款　土木費

3,3001 都市計画総 2,090,874 2,094,174 3,300

務費

99,900 4,9502 街路事業費 450,387 550,287 50,450 44,500

国庫支出金 市債

50,450 44,500

9,120,6819,017,481 103,200計 50,450 044,500 8,250

　　８款　土木費
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千円 千円

区　　分
説 明

金　　額

節

10,172工事請負費14 10,172自転車利用環境総合整備事業費

10,172　自転車利用環境総合整備事業費

110,223工事請負費14 110,223橋りょう長寿命化事業費

110,223　橋りょう長寿命化事業費

3,300委託料12 3,300デジタル社会基盤整備事業費

3,300　デジタル社会基盤整備事業費

93,900工事請負費14 99,900街路事業費

99,900　街路事業費
6,000公有財産購入16

費

　　８款　土木費

－21－



１　特　別　職

3 35,232 12,332

（3.5）

39 282,348 105,410

（3.5）

4,351 358,444 13,884 4,860

（3.5）

計 4,393 640,792 49,116 122,602

3 35,232 12,332

（3.5）

議 員 39 282,348 105,410

（3.5）

4,350 358,430 13,884 4,860

（3.5）

計 4,392 640,778 49,116 122,602

長 等 0 0 0

議 員 0 0 0

その他の特別職 1 14 0 0

計 1 14 0 0

比 較

補　正　後

長 等

議 員

その他の特別職

補　正　前

長 等

その他の特別職

給 与 費

区 分 職 員 数

給 与

報　　酬 給　　料
期末手当・
年間支給率
（月分）

人 千円 千円 千円
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明 細 書

47,564 6,015 53,579

387,758 70,635 458,393

66 377,254 2,396 379,650

66 812,576 79,046 891,622

47,564 6,015 53,579

387,758 70,635 458,393

66 377,240 2,396 379,636

66 812,562 79,046 891,608

0 0 0

0 0 0

0 14 0 14

0 14 0 14

その他の手当のうち
通勤手当計上額66

その他の手当のうち
通勤手当計上額66

費

合 計 備 考

退 職 手 当 その他の手当 計

共　済　費

千円 千円 千円千円 千円 千円
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期 間 金 額

　追　加

事 項 限 度 額

令 和 ７ 年 度 末 ま で の

支 出 ( 見 込 ) 額

衛 生 セ ン タ ー 管 理 費 3,556 

放課後児童クラブ管理運営費 13,314 

債 務 負 担 行 為 で 令 和 ９ 年 度 以 降 に わ た
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 令 和

千円 千円
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期 間 国県支出金 地　方　債 そ　の　他

令和９年度から
令和10年度まで

令和９年度から
令和10年度まで

令 和 ８ 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳

支 出 予 定 額 特　定　財　源
一 般 財 源

金 額

8,872 4,442 13,314 

3,556 940 2,616 

る も の に つ い て の 令 和 ７ 年 度 末 ま で の
８年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

千円 千円 千円千円 千円
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千円

補 正 前 の 額 101,173,452

補 正 額

計 101,173,452

補 正 前 の 額 19,806,990

補 正 額

計 19,806,990

補 正 前 の 額 5,654,499

補 正 額

計 5,654,499

補 正 前 の 額 1,841,171

補 正 額

計 1,841,171

補 正 前 の 額 169,446,681

補 正 額

計 169,446,681

1 普 通 債

市 債 の 令 和 ６ 年 度 末 に お け る

及 び 令 和 ８ 年 度 末 に お け る

区 分
令 和 ６ 年 度 末

現 在 高

（ 1 ） 土 木

（ 6 ） 民 生

（ 9 ） 商 工

合 計

－26－



令 和 ８ 年 度 中

起 債 見 込 額
千円 千円 千円 千円

107,369,095 10,781,200 9,667,512 108,482,783

148,600 148,600

107,369,095 10,929,800 9,667,512 108,631,383

22,498,773 2,506,600 1,860,989 23,144,384

95,000 95,000

22,498,773 2,601,600 1,860,989 23,239,384

5,816,582 564,900 636,215 5,745,267

17,800 17,800

5,816,582 582,700 636,215 5,763,067

3,490,964 512,900 112,824 3,891,040

35,800 35,800

3,490,964 548,700 112,824 3,926,840

169,324,164 10,781,200 15,912,714 164,192,650

148,600 148,600

169,324,164 10,929,800 15,912,714 164,341,250

令 和 ８ 年 度 末

現 在 高 見 込 額
令 和 ８ 年 度 中

元 金 償 還 見 込 額

現 在 高 並 び に 令 和 ７ 年 度 末

現在高の見込みの補正に関する調書

令 和 ７ 年 度 末

現 在 高 見 込 額

令 和 ８ 年 度 中 増 減 見 込 み

－27－



－28－



議案第６１号  

 

   令和８年度高松市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）  

 

令和８年度高松市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４３５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，１７５，２１４千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（債務負担行為の補正）   

第２条   債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。  

 

 

  令和８年６月１２日提出  

 

 

               香川県高松市長  大  西  秀  人       
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4 2,067,032 2,435 2,069,467

1 一般会計繰入金 2,067,032 2,435 2,069,467

9,172,779 2,435 9,175,214

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 451,548 2,435 453,983

2 徴収費 160,308 2,435 162,743

9,172,779 2,435 9,175,214

総務費

歳　　出　　合　　計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

千円

歳　　出

款 計
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　第２表　債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

令和９年度から
令和 12年度まで

　追　加

保 険 料 賦 課 徴 収 事 務 費 9,642 
千円
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１　総　　括

（歳　　入）

4 繰入金 2,067,032 2,435 2,069,467

9,172,779 2,435 9,175,214歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円
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（歳　　出）

1 総務費 451,548 2,435 453,983

9,172,779 2,435 9,175,214歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2,435 0

0 0 2,435 0

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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後期高齢者医療事業特別会計

計 2,067,032 2,435 2,069,467

1 2,067,032 2,435 2,069,467一般会計繰入金

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

2,435千円

2,435千円

 千円

　４款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

２　　歳    入

目
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後期高齢者医療事業特別会計

2,435　事務費繰入金

事務費繰入金 2,4351 事務費繰入金 2,435

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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後期高齢者医療事業特別会計

2,4350 0162,743160,308 2,435計 0

2,435

繰入金

2,4352,4351 賦課徴収費 160,308 162,743

　１款　総務費

　２項　徴収費 2,435千円

2,435千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

地方債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円  千円
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後期高齢者医療事業特別会計

2,435　保険料賦課徴収事務費

2,435保険料賦課徴収事務費2,435委託料12

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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期 間 金 額

保 険 料 賦 課 徴 収 事 務 費 9,642 

　追　加

事 項 限 度 額

令 和 ７ 年 度 末 ま で の

支 出 ( 見 込 ) 額

債 務 負 担 行 為 で 令 和 ９ 年 度 以 降 に わ た
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 令 和

千円 千円
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期        間 国県支出金 地　方　債 そ　の　他

令和９年度から
令和12年度まで

0 9,642 9,642 

令 和 ８ 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳

支 出 予 定 額 特　定　財　源
一 般 財 源

金　　　　額

る も の に つ い て の 令 和 ７ 年 度 末 ま で の
８年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

千円 千円 千円千円 千円
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議案第６２号  

令和８年度高松市食肉センター事業特別会計補正予算（第１号）  

令和８年度高松市の食肉センター事業特別会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，８７５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２０，３７２千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（債務負担行為の補正）   

第２条   債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

  令和８年６月１２日提出  

香川県高松市長  大  西  秀  人
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2 317,702 8,875 326,577

1 一般会計繰入金 317,702 8,875 326,577

411,497 8,875 420,372

補正前の額

 千円

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

千円

項
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1 380,426 8,875 389,301

1 業務費 380,426 8,875 389,301

411,497 8,875 420,372

業務費

歳　　出　　合　　計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

千円

歳　　出

款 計
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　第２表　債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

令 和 ９ 年 度

　追　加

施 設 管 理 費 20,710 
千円
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１　総　　括

（歳　　入）

2 繰入金 317,702 8,875 326,577

411,497 8,875 420,372

 千円  千円  千円

歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計
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（歳　　出）

1 業務費 380,426 8,875 389,301

411,497 8,875 420,372歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

8,875

0 0 0 8,875

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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食肉センター事業特別会計

計 317,702 8,875 326,577

1 317,702 8,875 326,577一般会計繰入金

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

8,875千円

8,875千円

 千円

　２款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

２　　歳    入

目

－50－



食肉センター事業特別会計

金 8,875　一般会計繰入金

一般会計繰入 8,8751 一般会計繰入金 8,875

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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食肉センター事業特別会計

00 8,875389,301380,426 8,875計 0

8,8758,8751 業務費 380,426 389,301

　１款　業務費

　１項　業務費 8,875千円

8,875千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特 定 財 源補正額

地方債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳  出

千円 千円 千円
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食肉センター事業特別会計

8,875　施設管理費

8,875施設管理費8,875委託料12

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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期 間 金 額

施 設 管 理 費 20,710 

　追　加

事 項 限 度 額

令 和 ７ 年 度 末 ま で の

支 出 ( 見 込 ) 額

債 務 負 担 行 為 で 令 和 ９ 年 度 以 降 に わ た
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 令 和

千円 千円
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期        間 国県支出金 地　方　債 そ　の　他

令 和 ９ 年 度 20,710 20,710 

令 和 ８ 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳

支 出 予 定 額 特　定　財　源
一 般 財 源

金　　　　額

る も の に つ い て の 令 和 ７ 年 度 末 ま で の
８年度以降の支出予定額等の補正に関する調書

千円 千円 千円千円 千円
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議案第６３号  

令和８年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号）  

 （総則）  

第１条  令和８年度高松市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。  

 （収益的収入及び支出）  

第２条  令和８年度高松市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３

条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科   目）  （補正前の額） （補正額） （  計  ） 

   支 出 

第１款 下水道事業費 11,583,789千円 16,353千円 11,600,142千円 

  第１項 営 業 費 用 10,561,273千円 16,353千円 10,577,626千円 

 （債務負担行為）  

第３条  予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び

限度額を、次のとおり補正する。  

追  加  

事 項 期 間 限    度    額 

東 部 下 水 処 理 場 等 
運 転 維 持 管 理 業 務 委 託 

令和９年度から 
令和１０年度まで 

２０，３４２千円 

香 東 川 浄 化 セ ン タ ー 等 
運 転 維 持 管 理 業 務 委 託 

令和９年度から 
令和１０年度まで 

１２，３６４千円 

変  更  

事 項 
補 正 前 補 正 後 

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額 

百 石 ポ ン プ 場 電 気 
設 備 改 築 工 事 

令和９年度 280,770千円 令和９年度 315,070千円 
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令和８年６月１２日提出  

香川県高松市長  大  西  秀  人   
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補正前の額 補 正 額 計 備　　　考

千円 千円 千円 

11,583,789 16,353 11,600,142 

1 10,561,273 16,353 10,577,626 

1 517,500 524 518,024 管きょに係る委託料の増

2 426,701 1,836 428,537 ポンプ場に係る委託料の増

3 2,272,742 13,993 2,286,735 処理場に係る委託料の増

令和８年度高松市下水道事業会計補正予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

支　　　　　出

款 項 目

1 下 水 道 事 業 費

営 業 費 用

管 き ょ 費

ポ ン プ 場 費

処 理 場 費
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１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー ①

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

国庫補助金による収入

県補助金による収入

分担金及び負担金による収入

長期貸付けによる支出

長期貸付金の返済による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー ②

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

他会計からの借入金の償還による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー ③

資金増減額 ④＝①＋②＋③

資金期首残高 ⑤

資金期末残高 ⑥＝④＋⑤

△ 5,275,319

賞与等引当金の増減額（△は減少） 850,000

長期前受金戻入額 △ 3,007,184,785

支払利息 950,616,000

未収金の増減額（△は増加） △ 3,120,309

令和８年度高松市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

（単位：円）

当年度純利益（△は当年度純損失） 746,460,636

減価償却費 6,480,672,000

資産減耗費 177,793,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

未払金の増減額（△は減少） 183,326,937

△ 3,756,984,232

小　　　計 5,524,138,160

△ 950,616,000

4,573,522,160

有形固定資産の取得による支出 △ 5,965,283,000

2,135,931,809

48,228,237

27,018,722

△ 4,800,000

1,920,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 3,613,900,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 4,085,322,939

その他の企業債による収入 969,000,000

その他の企業債の償還による支出 △ 1,870,136,880

他会計からの出資による収入 1,126,816,000

△ 300,000,000

△ 545,743,819

270,794,109

1,259,672,970

1,530,467,079
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追加

期 間 金 額 期 間 金 額
国 県
支 出 金

企 業 債
自 己
財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円

変更

期 間 金 額 期 間 金 額
国 県
支 出 金

企 業 債
自 己
財 源

東 部 下 水 処 理 場 等
運転維持管理業務委託

20,342

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

令和9年度
から

令和10年度
まで

20,342

85280,770 令和9年度 280,770 140,385 140,300

315,070 157,535 157,400 135

事　　項

前 年 度 末 ま で の 支 払
義 務 発 生 ( 見 込 ) 額

当 該 年 度 以 降 の 支 払
義 務 発 生 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

事　　項

前 年 度 末 ま で の 支 払
義 務 発 生 ( 見 込 ) 額

当 該 年 度 以 降 の 支 払
義 務 発 生 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

限度額

315,070

12,364

限度額

百 石 ポ ン プ 場 電 気
設 備 改 築 工 事

補正前

補正後

20,342

香東川浄化センター等
運転維持管理業務委託

12,364

令和9年度
から

令和10年度
まで

12,364

令和9年度
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（単位：円）

１

(１)

ア 21,041,185,236

イ 9,477,155,173

4,958,423,766 4,518,731,407

ウ 202,193,994,782

74,481,600,756 127,712,394,026

エ 30,513,760,025

19,199,912,674 11,313,847,351

オ 13,996,938

12,410,550 1,586,388

カ 33,751,198

30,141,129 3,610,069

キ 13,941,231,619

178,532,586,096

(２)

ア 10,000,000

イ 5,760,000

178,548,346,096

２

(１) 1,530,467,079

(２) 1,013,770,811

△ 8,836,000 1,004,934,811

(３) 27,139,900

2,562,541,790

181,110,887,886

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

令和８年度高松市下水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資 　産 　の　 部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

投資その他の資産

出 資 金

長 期 貸 付 金

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

工具器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

投資その他の資産
合 計 15,760,000

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金

未 収 金
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３

(１)

ア 46,024,947,043

イ 19,686,393,669

65,711,340,712

(２)

ア 0

0

(３)

ア 17,255,440

17,255,440

65,728,596,152

４

(１)

ア 3,337,931,029

イ 2,091,947,111

5,429,878,140

(２)

ア 400,000,000

400,000,000

(３) 1,323,056,956

(４)

ア 41,984,000

イ 8,485,000

50,469,000

(５) 73,366,524

7,276,770,620

５

(１)

ア 87,151,920,821

34,572,911,004 52,579,009,817

イ 1,842,942,146

556,931,774 1,286,010,372

ウ 3,996,670,137

1,431,799,092 2,564,871,045

エ 1,308,395,655

669,413,274 638,982,381

オ 26,209,865,614

10,212,561,025 15,997,304,589

73,066,178,204

73,066,178,204

146,071,544,976

負　 債 　の 　部

その他の長期借入金

他会計借入金合計

引 当 金

修 繕 引 当 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

固 定 負 債

企 業 債
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

そ の 他 の 企 業 債

企 業 債 合 計

他 会 計 借 入 金

その他の長期借入金

他会計借入金合計

未 払 金

引 当 金

賞 与 引 当 金

法定福利費引当金

流 動 負 債

企 業 債
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

そ の 他 の 企 業 債

企 業 債 合 計

他 会 計 借 入 金

収 益 化 累 計 額

県 補 助 金

収 益 化 累 計 額

分担金及び負担金

収 益 化 累 計 額

他 会 計 負 担 金

引 当 金 合 計

預 り 金

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

国 庫 補 助 金

収 益 化 累 計 額

受 贈 財 産 評 価 額

収 益 化 累 計 額

長 期 前 受 金 合 計

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計
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６

(１)

24,857,279,231

７

(１)

ア 7,610,986,335

イ 215,439,659

ウ 1,612,539,861

9,438,965,855

(２)

ア 793

743,097,031

743,097,824

10,182,063,679

35,039,342,910

181,110,887,886

資　 本　 の 　部

資 本 金

資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

国 庫 補 助 金

分担金及び負担金

受 贈 財 産 評 価 額

資 本 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

減 債 積 立 金

イ 当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計
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 議
案
第
６
４
号

 

  
 

 
高
松
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
市
税
条
例
（
昭
和
３
５
年
高
松
市
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 

 

高
松
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

  
高
松
市
市
税
条
例
（
昭
和
３
５
年
高
松
市
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
個
人
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
の
課
税
標
準
）

 
（
個
人
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
の
課
税
標
準
）

 

第
２
０
条

 
略

 
第
２
０
条

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
法
第
２
３
条
第
１
項
第
１
５
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
次
項
及
び
第

 

２
２
条
の
２
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係

る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定

す
る
。

 

３
 
法
第
２
３
条
第
１
項
第
１
５
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
並
び
に
第
２
２
条
の
２
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係

る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得

の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。

 

－65－



 

４
～
６

 
略

 
４
～
６

 
略

 

 
 

 
（
寄
附
金
税
額
控
除
）

 
 
（
寄
附
金
税
額
控
除
）

 

第
２
１
条
の
７

 
略

 
第
２
１
条
の
７

 
略

 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
１
項
（
法
附
則
第
５
条

の
６
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
１
項
（
法
附
則
第
５
条

の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 
 

 
（
市
民
税
の
申
告
）

 
 
（
市
民
税
の
申
告
）

 

第
２
４
条
の
２

 
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
１
５
日
ま
で

に
施
行
規
則
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
３
１
７
条
の
６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務

が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受

け
て
い
る
者
で
、
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
、
社
会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
４
８
条
の

９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、

生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特

別
控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円

以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
第
１
０
号
の
２

に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

 

９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い

第
２
４
条
の
２

 
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
１
５
日
ま
で

に
施
行
規
則
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
３
１
７
条
の
６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務

が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受

け
て
い
る
者
で
、
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
、
社
会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
４
８
条
の

９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、

生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特

別
控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円

以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
第
１
０
号
の
２

に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

 

９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
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も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
３
１
４
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶

養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
１
項
第

 

１
２
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
２
４
条
の
３
の
２
第
１
項
第
３
号

並
び
に
第
２
４
条
の
３
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
８
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療

費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
３
１
３
条
第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控

除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し

く
は
第
２
１
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
第
４
項
に
お
い
て

「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た

者
」
と
い
う
。
）
及
び
第
１
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条

の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の

(
２

)
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

 

も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
３
１
４
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶

養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
１
項
第

 

１
２
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
２
４
条
の
３
の
２
第
１
項
第
３
号

及
び
第
２
４
条
の
３
の
３
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
８
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
控

除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法

第
３
１
３
条
第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規

定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
２
１
条
の
７
の

規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
第
４
項
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」

と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第

 

１
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄

の
(
２

)
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
～
１
０

 
略

 
２
～
１
０

 
略

 

 
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 

第
２
４
条
の
３
の
２

 
略

 
第
２
４
条
の
３
の
２

 
所
得
税
法
第
１
９
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告

書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払

を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
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提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
１

)
 
略

 
(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
３
１
３

条
第
３
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定

す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従

者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
１
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
合
計
所
得
金
額
が
１
３
３
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
氏
名

 

(
２

)
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
３
１
３

条
第
３
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定

す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従

者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
合
計
所
得
金
額
が
１
３
３
万
円
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名

 

(
３

)
・

(
４

)
 
略

 
(
３

)
・

(
４

)
 
略

 

２
～
４

 
略

 
２
～
４

 
略

 

５
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際

に
経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者

に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ

て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
５
項
及
び
第
３
６
条
の
９
第
３

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

５
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際

に
経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す

る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者

に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ

て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第
３
６
条
の
９
第
３

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

６
 
略

 
６

 
略

 

 
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 
（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

 

第
２
４
条
の
３
の
３

 
次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等

受
給
者
」
と
い
う
。
）
は
、
公
的
年
金
等
支
払
者
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の

第
２
４
条
の
３
の
３

 
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
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６
第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等

の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
 
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

 

 
(
２

)
 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
１
１
条
第
１

項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者

（
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
合
計
所
得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
退
職

手
当
等
（
第
３
６
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
又
は
扶
養
親
族

（
年
齢
１
６
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等

に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等

に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
８
５
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者

 

 
(
３

)
 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
１
１
条
第
１

項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
（
当
該
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的
年
金

等
の
額
が
そ
の
年
最
初
に
当
該
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前

い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い

う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務

者
（
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
（
第
３
６
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職

手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
９
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

う
。
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
扶
養
親
族
（
年
齢
１
６
歳
未
満
の
者
又

は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限

る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
合
計
所
得
金
額
が
８
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住

所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第

２
０
３
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等

の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由

し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
 
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称

 

 
(
２

)
 
特
定
配
偶
者
の
氏
名

 

 
(
３

)
 
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名

 

 
(
４

)
 
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
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日
の
現
況
に
お
い
て
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
３
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な

い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
障
害
者
、
寡
婦
若
し
く
は
ひ
と
り
親
に
該
当

す
る
者
又
は
特
定
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
（
年
齢
１
６
歳
未
満
の
者
又

は
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
合
計
所
得
金
額

が
８
５
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

 
［
新
設
］

 

 
(
１

)
 
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称

 
 

 
(
２

)
 
公
的
年
金
等
受
給
者
が
、
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
第
６
号
に
規
定

す
る
特
別
障
害
者
又
は
そ
の
他
の
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及

び
そ
の
該
当
す
る
事
実
並
び
に
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は

そ
の
旨

 

 

 
(
３

)
 
特
定
配
偶
者
の
氏
名

 
 

 
(
４

)
 
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名

 
 

 
(
５

)
 
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項

 
 

３
 
第
１
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公

的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記

載
す
べ
き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由

し
て
提
出
し
た
第
１
項
又
は
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た

事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支

払
者
が
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
１
項

又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代

え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
第
１
項
又
は
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

２
 
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的

年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し

て
提
出
し
た
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該

公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
国
税

庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ

き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第
３
１
７
条
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る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
略

 
３

 
略

 

５
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経

由
す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る

令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支

払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経

由
す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
４
８
条
の
９
の
７
の
３
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金

等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

６
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
４
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
」
と
、
「
公
的
年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的

年
金
等
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の

は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。

 

５
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
」
と
、
「
公
的
年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的

年
金
等
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の

は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。

 

 
 

（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）

 
 
（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）

 

第
４
６
条

 
同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
及
び
償
却

資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
又
は

家
屋
に
あ
っ
て
は
３
０
万
円
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
１
８
０
万
円
に
満
た
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。

 

第
４
６
条

 
同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
及
び
償
却

資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
に

 

あ
っ
て
は
３
０
万
円
、
家
屋
に
あ
っ
て
は
２
０
万
円
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は

１
５
０
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。

 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）

 
（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
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第
２
条

 
平
成
３
０
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則

第
４
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
２
１
条
の
２
の
規

定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
２
条

 
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
法
附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

２
１
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同

条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」

と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
（
第
２
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

 
 

 
 

 
（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

 

［
削
る
］

 
第
３
条
の
３

 
平
成
２
０
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特

別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

（
同
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
次
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」

と
い
う
。
）
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
第
６
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

り
控
除
す
べ
き
額
（
第
３
項
に
お
い
て
「
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
２
１
条
の
３
及
び
第
２
１

条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

 
２

 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
２
２
条
及
び
第
２
２
条
の
２

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
２
条
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は

「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
」
と
、
同
項
中
「
前
３
条
」
と
あ

る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
」
と
す
る
。

 

 
３

 
第
１
項
の
規
定
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初

－72－



 

日
の
属
す
る
年
の
３
月
１
５
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
市
民
税
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
市
民
税
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が

送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
市
長
に
提
出
し
た
場

合
（
法
附
則
第
５
条
の
４
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出

し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

 

 
 

 
（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

 
 
［
新
設
］

 

第
３
条
の
３

 
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
２
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特

別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

（
同
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
平
成
２
１
年
か
ら
令
和
１
２

年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
第
５
項

（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
２
１
条

の
３
及
び
第
２
１
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除

す
る
。

 

第
３
条
の
３
の
２

 
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個

人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租

税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た

場
合
（
居
住
年
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま
で
又
は
平
成
２
１
年
か
ら

令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同
条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
２
１
条
の
３
及

び
第
２
１
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
２
２
条
及
び
第
２
２
条
の
２

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
２
条
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は

「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
」
と
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
中

「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
」
と
す

る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
２
２
条
及
び
第
２
２
条
の
２

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
２
条
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は

「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
、
第
２
２
条
の
２
第
１

項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１

項
」
と
す
る
。

 

 
 

－73－



 

 
（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
 
（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
４
条

 
昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
１
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民

税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
４
条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の

納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
第
２
４
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第
１
項
に
規

定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申

告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長

が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。

 

第
４
条

 
昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
４
条
の

２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納

税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提

出
さ
れ
た
第
２
４
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第
１
項
に
規
定

す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告

書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が

認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第

５
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第
２
項
第
２
号
に

規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
２
０
条
か
ら
第

２
１
条
の
３
ま
で
、
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
附
則
第
３
条
第
１

項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第

５
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条
第
２
項
第
２
号
に

規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
２
０
条
か
ら
第

２
１
条
の
３
ま
で
、
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
附
則
第
３
条
第
１

項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び
附
則
第

３
条
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
金

額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
略

 
３

 
略

 

 
 

第
５
条
の
２

 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定

第
５
条
の
２

 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象

寄
附
金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定
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に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第
１
３
項

の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
法
附

則
第
７
条
の
２
第
４
項
（
法
附
則
第
７
条
の
３
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り

控
除
す
べ
き
額
を
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た

場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

に
よ
る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第
１
３
項

の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
法
附

則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第

 

２
１
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か

ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

 
 
（
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

 

第
６
条
の
２

 
略

 
第
６
条
の
２

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
３
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
５
分
の

３
と
す
る
。

 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
４
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
５
分
の

３
と
す
る
。

 

４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規

定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
５
分
の
３
と
す
る
。

 

８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規

定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
７
分
の
６
と
す
る
。

 

９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
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規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。

 

１
０

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

１
０

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。

 

１
１

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
４
項
第
４
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。

 

１
１

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。

 

［
削
る
］

 
１
２

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
４
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

［
削
る
］

 
１
３

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
４
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

［
削
る
］

 
１
４

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
第
４
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

１
２

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分

の
２
と
す
る
。

 

１
５

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
８
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分

の
２
と
す
る
。

 

１
３

 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分

の
２
と
す
る
。

 

１
６

 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分

の
２
と
す
る
。

 

１
４

 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
６
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分

の
１
と
す
る
。

 

１
７

 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
７
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分

の
１
と
す
る
。

 

１
５
・
１
６

 
略

 
１
８
・
１
９

 
略

 

１
７

 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、

３
分
の
１
と
す
る
。

 

［
新
設
］

 

 
 

 
（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）

 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
す
べ
き
申
告
）
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第
６
条
の
３

 
略

 
第
６
条
の
３

 
略

 

２
～
６

 
略

 
２
～
６

 
略

 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐

震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後

の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
２
０
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐

震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後

の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
～

(
６

)
 
略

 
 

(
１

)
～

(
６

)
 
略

 

８
 
略

 
８

 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５

項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了

し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規

則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
～

(
３

)
 
略

 
 

(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

 
(
４

)
 
令
附
則
第
１
２
条
第
２
４
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏

名
及
び
当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

 
(
４

)
 
令
附
則
第
１
２
条
第
２
３
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏

名
及
び
当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

 
(
５

)
 
略

 
 

(
５

)
 
略

 

 
(
６

)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
１
２
条
第
２
５

項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改

修
費

 

 
(
６

)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
１
２
条
第
２
４

項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改

修
費

 

 
(
７

)
 
略

 
 

(
７

)
 
略
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９
 
略

 
９

 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

 

１
０
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事

等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
１
１
項
に
お
い
て
「
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
」
と

い
う
。
）
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
０
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
～

(
４

)
 
略

 
 

(
１

)
～

(
４

)
 
略

 

 
(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第

 

３
２
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

 

 
(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第

 

３
１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

 

 
(
６

)
 
略

 
 

(
６

)
 
略

 

１
０

 
略

 
１
０

 
略

 

１
１

 
略

 
１
１

 
法
附
則
第
１
５
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修

等
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部

分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
熱
損
失
防

止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
２
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
～

(
４

)
 
略

 
 

(
１

)
～

(
４

)
 
略

 

 
(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第

 

３
２
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

 

 
(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
１
２
条
第

 

３
１
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

 

 
(
６

)
 
略

 
 

(
６

)
 
略

 

１
２
・
１
３

 
略

 
１
２
・
１
３

 
略
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１
４

 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
０
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係

る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
８
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助

金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
２
０
項
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
４

 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
０
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係

る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
１
８
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助

金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

７
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
１
２
条
第
１
９
項
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
～

(
６

)
 
略

 
 

(
１

)
～

(
６

)
 
略

 

１
５

 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等

向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る

補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
８
年
法
律
第
９
１
号
）
第
１
４
条
第
１
項
に
規

定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
同
条
第
３
項
の
条
例
で
付
加
し
た
事
項

を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
１
７
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
同
法
第
２
条
第

 

２
０
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適

合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
５

 
法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
つ
い

て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便

性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
８
年
国
土
交
通
省
令
第
１
１
０
号
）
第
１
０
条
第

２
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
４
年
法
律
第
４
９
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る

実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
・

(
２

)
 
略

 
 

(
１

)
・

(
２

)
 
略

 

 
(
３

)
 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
８
年
政
令
第
３
７
９
号
）
第
５
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別

特
定
建
築
物
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

 
(
３

)
 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
８
年
政
令
第
３
７
９
号
）
第
５
条
第
３
号
に
規
定
す
る

劇
場
若
し
く
は
演
芸
場
又
は
同
条
第
４
号
に
規
定
す
る
集
会
場
若
し
く
は
公
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法
律
第
１
４
条
第
３
項
の
条
例
で
定
め
る
同
法
第
２
条
第
１
８
号
に
規
定
す

る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

会
堂
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

 
(
４

)
～

(
６

)
 
略

 
 

(
４

)
～

(
６

)
 
略

 

 
 

 
（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
 
（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
１
２
条
の
３

 
略

 
第
１
２
条
の
３

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
略

 
３

 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

 
(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、

第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項

及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

 
 

 
（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
 
（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
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第
１
２
条
の
４

 
略

 
第
１
２
条
の
４

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
略

 
３

 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

 
(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、

第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項

及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
２
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

４
 
略

 
４

 
略

 

 
 

 
（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
 
（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
１
３
条

 
略

 
第
１
３
条

 
略

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
略

 
３

 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略
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(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

 

２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第

３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第

 

２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及

び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

 
 

 
（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

 
（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
１
３
条
の
２

 
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人

の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第
１
項

に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同

項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当

す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期

第
１
３
条
の
２

 
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す

る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第
１
項
に

規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項

に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す

る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
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譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 

渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 

 
(
１

)
・

(
２

)
 
略

 
 

(
１

)
・

(
２

)
 
略

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条

の
２
第
６
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１

項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る

市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の

と
み
な
す
。

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個

人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規

定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
３
４
条
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民

税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附

則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該

譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み

な
す
。

 

３
 
略

 
３

 
略

 

４
 
第
１
項
（
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い

て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
の
２
第
２
項
第

１
３
号
か
ら
第
１
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し

た
と
き
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
を
し
た
土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時
に
お
い
て

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
３
０
号
）
第
３
条
第
１
項
の
地
す

べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
４
４
年
法
律
第
５
７
号
）
第
３
条
第
１
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
、
土

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

［
新
設
］
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（
平
成
１
２
年
法
律
第
５
７
号
）
第
９
条
第
１
項
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
７
７
号
）
第

 

５
６
条
第
１
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲

渡
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

 

 
 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
１
４
条

 
略

 
第
１
４
条

 
略

 

２
～
４

 
略

 
２
～
４

 
略

 

５
 
略

 
５

 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

 
(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

 

２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第

３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第

 

２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及

び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略
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（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
１
５
条

 
略

 
第
１
５
条

 
略

 

２
 
略

 
２

 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

 

２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第

３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第

 

２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及

び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

 
 

 
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
 
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
１
６
条

 
略

 
第
１
６
条

 
略

 

２
 
略

 
２

 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
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第
３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

 

２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第

３
条
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第

 

２
２
条
の
２
第
１
項
、
附
則
第
３
条
第
１
項
、
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及

び
附
則
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

 
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

 

 
（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

 

第
１
６
条
の
２

 
略

 
第
１
６
条
の
２

 
略

 

２
 
略

 
２

 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第

 

２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に
附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項
及
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の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

３
・
４

 
略

 
３
・
４

 
略

 

５
 
略

 

  
(
１

)
 
略

 

 
(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並

び
に
附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 

 
(
１

)
 
略

 

 
(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、

第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に
附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項

及
び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
 

(
３

)
～

(
５

)
 
略
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（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

 

 
（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の

特
例
）

 

第
１
６
条
の
３

 
略

 
第
１
６
条
の
３

 
略

 

２
 
略

 
２

 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第

 

２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に
附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項
及

び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

３
・
４

 
略

 
３
・
４

 
略

 

５
 
略

 
５

 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

(
２

)
 
第
２
１
条
の
６
か
ら
第
２
２
条
ま
で
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に

附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
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は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
１
６
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、
第
２
２
条
の
２
第
１
項
並

び
に
附
則
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
３
第
３
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
２
１
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
２
２
条
、

第
２
２
条
の
２
第
１
項
並
び
に
附
則
第
３
条
第
１
項
、
第
３
条
の
３
第
１
項

及
び
第
３
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
１
６
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
２
１
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
１
６
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(
３

)
～

(
５

)
 
略

 
(
３

)
～

(
５

)
 
略

 

６
 
略

 
６

 
略

 

 
 

附
 
則

 

 
（
施
行
期
日
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

(
１

)
 
第
２
４
条
の
２
第
１
項
た
だ
し
書
、
第
２
４
条
の
３
の
２
及
び
第
２
４
条
の
３
の
３
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
２
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
３
条
の
３
の
２

第
１
項
の
改
正
規
定
（
「
令
和
２
０
年
度
」
を
「
令
和
２
５
年
度
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
令
和
７
年
」
を
「
令
和
１
２
年
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次

条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定

 
令
和
９
年
１
月
１
日

 

(
２

)
 
第
４
６
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
３
条
第
２
項
の
規
定

 
令
和
９
年
４
月
１
日

 

(
３

)
 
第
２
１
条
の
７
第
２
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
５
条
の
２
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
１
３
条
の
２
の
改
正
規
定
（
同
条
第
１
項
及
び
第
２
項
中
「
令
和
８
年

度
」
を
「
令
和
１
１
年
度
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
第
３
項
の
規
定

 
令
和
１
０
年
１
月
１
日

 

（
市
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
高
松
市
市
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
４
条
の
３
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
２
４
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
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前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
し
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
高
松
市
市
税
条
例
第
２
４
条
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

２
 
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
松
市
市
税
条
例
附
則
第
３
条
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
令
和
８
年

１
月
１
日
以
後
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
８
年
法
律
第
１
２
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
（
同
条
第
１
６
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項
に
規

定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
１
６
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
。
）
若
し
く
は
既
存
住
宅
（
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項
に

規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
１
７
項
に
規
定
す
る
特
例
既
存
住
宅
及
び
同
条
第
３
５
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る

同
条
第
３
５
項
に
規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
を
含
む
。
）
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
（
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を

し
た
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
１
７
項
に
規
定
す
る
特
例
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
を
含
み
、
当
該
増
改
築
等
又
は
当
該
特
例
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は

同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
（
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
１
８
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定

住
宅
等
を
含
む
。
）
を
同
条
第
１
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
同
日
前
に

所
得
税
法
等
改
正
法
第
７
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
（
同
条
第
２
０
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項
に

規
定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
２
０
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
。
）
若
し
く
は
既
存
住
宅
（
同
条
第
３
５
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項

に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
３
５
項
に
規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
を
含
む
。
）
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
（
当
該
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
又
は
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
（
同
条
第
２
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
２
１
項
に

規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
を
含
む
。
）
を
同
条
第
１
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
新
条
例
附
則
第
１
３
条
の
２
第
４
項
の
規
定
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
新
条
例
附
則
第
１
３
条

の
２
第
１
項
の
土
地
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

第
３
条

 
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
８
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

７
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

２
 
新
条
例
第
４
６
条
の
規
定
は
、
令
和
９
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
８
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

 

３
 
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
８
年
法
律
第
２
号
）
第
１
条
の
規
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定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
１
５
条
第
２
５
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

４
 
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
旧
法
附
則
第
１
５
条
の
１
１
第
１
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
同
項
に
規

定
す
る
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
令
和
９
年
度
分
以
降
の
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
の
上
限
を
、
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
等
の
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
６
５
号

 

  
 

 
高
松
市
固
定
資
産
税
不
均
一
課
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
固
定
資
産
税
不
均
一
課
税
条
例
（
昭
和
２
７
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
固
定
資
産
税
不
均
一
課
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
固
定
資
産
税
不
均
一
課
税
条
例
（
昭
和
２
７
年
高
松
市
条
例
第
２
４
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
地
域
再
生
法
に
係
る
特
別
償
却
設
備
等
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
税

率
の
特
例
）

 

第
２
条

 
地
域
再
生
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
２
４
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
地
域
再
生
計
画
（
認
定

地
域
再
生
計
画
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
法
第
５
条
第
４
項
第
５
号
イ
に
規

定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
、
同
条
第
１
８
項
（
法
第
７
条
第
２

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
地
域
再
生
計
画

（
地
域
再
生
法
に
係
る
特
別
償
却
設
備
等
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
税

率
の
特
例
）

 

第
２
条

 
地
域
再
生
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
２
４
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
地
域
再
生
計
画
（
認
定

地
域
再
生
計
画
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
法
第
５
条
第
４
項
第
５
号
イ
に
規

定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
、
同
条
第
１
８
項
（
法
第
７
条
第
２

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
地
域
再
生
計
画
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（
法
第
５
条
第
４
項
第
５
号
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施

設
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
公
示
さ
れ
た

日
（
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
７
年
法
律
第
４
９
号
）

の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
公
示
さ
れ
た
日
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
、
法
第

 

１
７
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力

向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
で
あ
っ
て
、

当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
３
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同

日
ま
で
に
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
法
第
５
条
第
４
項
第
５
号
に

規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
及
び
同
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の

う
ち
当
該
特
定
業
務
施
設
の
新
設
に
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
も
の
の
用
に
供
す
る

減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
４
０
年
政
令
第
９
６
号
）
第
６
条

第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
４
０
年
政
令
第
９
７

号
）
第
１
３
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
取
得

価
額
の
合
計
額
が
３
，
８
０
０
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律

第
２
６
号
）
第
１
０
条
第
８
項
第
６
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第

 

４
２
条
の
４
第
１
９
項
第
７
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
法
人
税
法
（
昭

和
４
０
年
法
律
第
３
４
号
）
第
６
６
条
第
６
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
に

あ
っ
て
は
、
１
，
９
０
０
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と

い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で

あ
る
家
屋
又
は
構
築
物
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地

で
あ
る
土
地
（
公
示
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い

て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地

（
法
第
５
条
第
４
項
第
５
号
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施

設
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
公
示
さ
れ
た

日
（
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
７
年
法
律
第
４
９
号
）

の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
公
示
さ
れ
た
日
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
、
法
第

 

１
７
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
活
力

向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
で
あ
っ
て
、

当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
３
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
同

日
ま
で
に
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
の
間
に
、
法
第
５
条
第
４
項
第
５
号
に

規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
及
び
同
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の

う
ち
当
該
特
定
業
務
施
設
の
新
設
に
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
も
の
の
用
に
供
す
る

減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
４
０
年
政
令
第
９
６
号
）
第
６
条

第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
４
０
年
政
令
第
９
７

号
）
第
１
３
条
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
取
得

価
額
の
合
計
額
が
３
，
８
０
０
万
円
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律

第
２
６
号
）
第
１
０
条
第
８
項
第
６
号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
、
同
法
第

 

４
２
条
の
４
第
１
９
項
第
７
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
法
人
税
法
（
昭

和
４
０
年
法
律
第
３
４
号
）
第
６
６
条
第
６
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
に

あ
っ
て
は
、
１
，
９
０
０
万
円
）
以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と

い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で

あ
る
家
屋
又
は
構
築
物
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地

で
あ
る
土
地
（
公
示
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い

て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
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と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

土
地
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に

対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
税
率
は
、
市
税
条
例
第
４
５
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
特
別
償
却
設
備
等
に
対
し
て
最
初
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
初
年
度
」
と
い
う
。
）
か
ら

３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
市
税
条
例
第
４
５
条
に
規
定
す
る
税
率

に
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
特
別
償
却
設
備
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

率
と
す
る
。

 

略
 

２
～
６

 
略

 

と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

土
地
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
償
却
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に

対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
税
率
は
、
市
税
条
例
第
４
５
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
特
別
償
却
設
備
等
に
対
し
て
最
初
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
初
年
度
」
と
い
う
。
）
か
ら

３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
市
税
条
例
第
４
５
条
に
規
定
す
る
税
率

に
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
特
別
償
却
設
備
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

率
と
す
る
。

 

略
 

２
～
６

 
略

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
２
条
の
規
定
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

２
 
改
正
後
の
第
２
条
の
規
定
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
固
定
資
産
税
の
税
率
の
特
例
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
地
方
活

力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
る
期
限
を
２
年
延
長
す
る
等
の
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

 

－95－



－96－



 議
案
第
６
６
号

 

  
 

 
高
松
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

附
 
則

 
附

 
則

 

 
 

 
（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

 
 
（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

 

第
１
３
条

 
略

 
第
１
３
条

 
略

 

 
 

 
（
令
和
８
年
度
に
お
け
る
前
年
度
非
課
税
者
に
係
る
保
険
料
の
特
例
減
免
）

 
 

第
１
４
条

 
第
１
号
被
保
険
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世

帯
員
の
う
ち
に
令
和
７
年
度
及
び
令
和
８
年
度
の
各
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規

［
新
設
］
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定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
政
令
附
則
第
２
５
条
及
び
前

条
の
規
定
に
よ
り
令
和
８
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ

れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
令
和
７
年
度
分
の
同
法
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
本
市
が
保
有
す
る
情
報

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
み
な
し
課

税
者
」
と
い
う
。
）
が
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
保
険
料
段
階
（
第

２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
、
当
該
み
な
し
課
税
者
に
政
令
附
則
第
２
５
条
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
が

な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８

年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
保
険
料
段
階
（
次
項
に
お
い
て
「
政
令
附
則
第
２
５

条
等
非
適
用
保
険
料
段
階
」
と
い
う
。
）
よ
り
も
保
険
料
率
の
高
い
保
険
料
段

階
に
決
定
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
分
の
保
険

料
を
減
免
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
後
の
令
和
８
年
度
分
の
保
険
料
の
額
は
、
政
令
附

則
第
２
５
条
等
非
適
用
保
険
料
段
階
の
保
険
料
率
に
よ
り
算
定
し
た
保
険
料
の

額
と
す
る
。

 

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
納
付
義
務

者
の
申
請
を
要
し
な
い
。

 

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
附
則
第
１
４
条
の
規
定
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。
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（
提
案
理
由
）

 

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
の
見
直
し
の
影
響
を
鑑
み
、
令
和
８
年
度
に
お
け
る
前
年
度
非
課
税
者
に
係
る
保
険
料
の
特
例
減
免
に

つ
い
て
定
め
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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議案第６７号  

 

   高松市健やか子ども基金条例の廃止について  

 

 高松市健やか子ども基金条例（平成２６年高松市条例第６２号）を次のよう

に廃止します。  

 

令和８年６月１２日提出  

 

高松市長  大  西  秀  人  

 

高松市健やか子ども基金条例を廃止する条例  

 

高松市健やか子ども基金条例（平成２６年高松市条例第６２号）は、廃止す

る。  

 

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

（提案理由）  

 その財源としていた第３期かがわ健やか子ども基金事業の期間が令和７年度

末をもって終了したことを受け、高松市健やか子ども基金を廃止することに伴

い、廃止するものです。  
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 議
案
第
６
８
号

 

  
 

 
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成
３
１
年
高
松
市
条
例
第
２
５
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

ま
す
。

 

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

  
（
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成
３
１
年
高
松
市
条
例
第
２
５
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
職
員
の
配
置
）

 

第
４
条

 
略

 

２
 
教
育
時
間
相
当
利
用
児
（
幼
稚
園
と
同
様
に
１
日
に
４
時
間
程
度
認
定
こ
ど

も
園
を
利
用
す
る
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
を
い
う
。
）
及
び
教
育
及
び
保
育
時

間
相
当
利
用
児
（
保
育
所
と
同
様
に
１
日
に
８
時
間
程
度
認
定
こ
ど
も
園
を
利

（
職
員
の
配
置
）

 

第
４
条

 
略

 

２
 
教
育
時
間
相
当
利
用
児
（
幼
稚
園
と
同
様
に
１
日
に
４
時
間
程
度
認
定
こ
ど

も
園
を
利
用
す
る
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
を
い
う
。
）
及
び
教
育
及
び
保
育
時

間
相
当
利
用
児
（
保
育
所
と
同
様
に
１
日
に
８
時
間
程
度
認
定
こ
ど
も
園
を
利
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用
す
る
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
共
通
の
４
時
間
程

度
の
利
用
時
間
に
お
い
て
は
、
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
で
学
級
を
編
制
し
、
各

学
級
に
少
な
く
と
も
１
人
の
職
員
（
以
下
「
学
級
担
任
」
と
い
う
。
）
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
学
級
の
子
ど
も
の
数
は
、

市
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
３
０
人
以
下
と
す
る
。

 

３
・
４

 
略

 

用
す
る
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
共
通
の
４
時
間
程

度
の
利
用
時
間
に
お
い
て
は
、
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
で
学
級
を
編
制
し
、
各

学
級
に
少
な
く
と
も
１
人
の
職
員
（
以
下
「
学
級
担
任
」
と
い
う
。
）
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
学
級
の
子
ど
も
の
数
は
、

市
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
３
５
人
以
下
と
す
る
。

 

３
・
４

 
略

 

  
（
職
員
の
資
格
等
）

 

第
５
条

 
略

 

２
～
５

 
略

 

６
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
に

つ
い
て
は
、
１
人
に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療

法
士
等
（
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
学

校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に

お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有

す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い

う
。
）
又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に
５
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
は
、
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、

教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等

が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

  
（
職
員
の
資
格
等
）

 

第
５
条

 
略

 

２
～
５

 
略

 

［
新
設
］
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る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

７
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
に
つ
い
て
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特

定
理
学
療
法
士
等
の
総
数
は
、
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
職
員
の
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

 

 

 ［
新
設
］

 

 

 
（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
）

 

第
９
条

 
略

 

 

(
１

)
 
法
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保

育
要
領
（
法
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定
め
る
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
課
程
そ
の
他
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関

す
る
事
項
を
い
う
。
）
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
保

育
所
保
育
指
針
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和

２
３
年
厚
生
省
令
第
６
３
号
）
第
３
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
保
育
所
に
お
け

る
保
育
の
内
容
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
い
う
。
）
に
基

づ
く
こ
と
。

 

(
２

)
・

(
３

)
 
略

 

（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
）

 

第
９
条

 
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
１

)
 
法
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保

育
要
領
（
法
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定
め
る
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
課
程
そ
の
他
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関

す
る
事
項
を
い
う
。
）
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
保

育
所
保
育
指
針
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和

２
３
年
厚
生
省
令
第
６
３
号
）
第
３
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
保
育
所
に
お
け

る
保
育
の
内
容
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
い
う
。
）
に
基

づ
く
こ
と
。

 

(
２

)
・

(
３

)
 
略

 

 
 

 
（
管
理
及
び
運
営
等
）

 

第
１
２
条

 
略

 

２
～
１
６

 
略

 

１
７

 
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
法
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象

性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象

 
（
管
理
及
び
運
営
等
）

 

第
１
２
条

 
略

 

２
～
１
６

 
略

 

［
新
設
］

 

－105－



 

性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第
６
９

号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合

に
子
ど
も
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
子
ど
も
と

接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る

環
境
の
下
で
当
該
子
ど
も
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認

（
同
法
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

 
 

 
附

 
則

 

 ４
 
第
５
条
第
１
項
及
び
第
４
項
（
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
幼
稚
園
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
免
許
状
等
（
小
学
校
の
教
諭
又

は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
（
現
に
当

該
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
又
は
養
護
教
諭

と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

 ８
 
略

 

 ９
 
第
５
条
第
６
項
及
び
附
則
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び

看
護
師
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を

行
う
に
当
た
っ
て
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
（
第
５
条
第
６
項
の
た
だ
し

 
 

 
附

 
則

 

 ４
 
第
５
条
第
１
項
及
び
第
４
項
（
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
幼
稚
園
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
免
許
状
等
（
小
学
校
の
教
諭
又

は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
（
現
に
当

該
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て

い
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

  ８
 
略

 

 ［
新
設
］
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書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

 
（
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
６
年
高
松
市
条
例
第
２
８
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
 

 
附

 
則

 

 

（
施
行
期
日
）

 

１
 
略

 

 

（
経
過
措
置
）

 

２
 
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育

及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
１
０
年
３

月
３
１
日
ま
で
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
４
条
第
１
項
第
３
号
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の

第
４
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て

も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

 

 ３
 
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育

及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
こ

 
 

 
附

 
則

 

 

［
新
設
］

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

［
新
設
］

 

２
 
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育

及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
こ

の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
４
条
第
１
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
第
４
条
第
１
項
の
規
定
は
、
こ
の

条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

 

 

 ［
新
設
］
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の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
４
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
第
４
条
第
１
項
第
４
号
の

規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

 

 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
条
中
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
第
９
条

及
び
第
１
２
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
８
年
１
２
月
２
５
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
の
学
級
の
子
ど
も
の
数
は
、
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
松
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
１
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
配
置
基
準
等
を
見
直
す
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
６
９
号

 

  
 

 
高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

高
松
市
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
１
２
年
高
松
市
条
例
第
１
４
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
営
業
許
可
の
申
請
手
数
料
）

 

第
４
条

 
略

 

 
（
営
業
許
可
の
申
請
手
数
料
）

 

第
４
条

 
法
第
５
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
許
可
の
申
請
の
際
、
１
件
に
つ
き
、
別
表
に
定
め
る
手
数
料
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
２

 
略

 

 
 

別
表
（
第
４
条
関
係
）

 
別
表
（
第
４
条
関
係
）

 

営
業
の
種
別

 
事
務
の
区
分

 
手
数
料
の
額

 
 

営
業
の
種
別

 
事
務
の
区
分

 
手
数
料
の
額
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１
～
３

 
略

 
 

４
 
魚
介
類
販
売
業

 
(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

(
４

)
 
自
動
車
に
よ
る

移
動
営
業
の
継
続
許

可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

 

７
，
０
０
０
円

 

５
～
３
２

 
略

 
 

 

１
～
３

 
略

 
 

４
 
魚
介
類
販
売
業

 
(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

(
４

)
 
自
動
車
に
よ
る

移
動
営
業
の
継
続
許

可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

 

６
，
０
０
０
円

 

５
～
３
２

 
略

 
 

 
 

 
備
考

 
略

 
 
備
考

 
略

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

香
川
県
の
許
可
申
請
手
数
料
の
額
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
７
０
号

 

  
 

 
高
松
市
屋
島
山
上
観
光
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
屋
島
山
上
観
光
駐
車
場
条
例
（
平
成
２
９
年
高
松
市
条
例
第
２
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

 

高
松
市
屋
島
山
上
観
光
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

  
高
松
市
屋
島
山
上
観
光
駐
車
場
条
例
（
平
成
２
９
年
高
松
市
条
例
第
２
８
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

４
 
略

 
４

 
略

 

 
 

 
（
実
証
実
験
の
実
施
時
に
お
い
て
定
め
る
利
用
料
金
の
上
限
額
の
特
例
）

 
 

５
 
規
則
で
定
め
る
期
間
に
お
い
て
実
証
実
験
（
屋
島
の
山
上
を
訪
れ
る
観
光
客

等
の
増
加
に
よ
り
発
生
が
見
込
ま
れ
る
渋
滞
の
対
策
と
し
て
将
来
的
に
実
施
す

べ
き
対
応
策
を
策
定
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
う
実
験
を
い

［
新
設
］
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う
。
）
を
実
施
す
る
場
合
に
、
第
１
６
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
市
長

の
承
認
を
得
て
定
め
る
利
用
料
金
の
額
に
係
る
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
表
「
積
載
物
を
含
め
、
長
さ
５
．
５
メ
ー
ト
ル
、
幅
２
メ
ー
ト
ル
以
下

の
自
動
車
」
の
項
中
「
３
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
８
，
０
０
０
円
」
と

し
、
同
表
備
考
５
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

 
 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

屋
島
の
山
上
を
訪
れ
る
観
光
客
等
の
増
加
に
よ
り
発
生
が
見
込
ま
れ
る
渋
滞
の
対
策
と
し
て
将
来
的
に
実
施
す
べ
き
対
応
策
の
策
定
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
実
験

を
実
施
す
る
た
め
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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 議
案
第
７
１
号

 

  
 

 
高
松
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

 

高
松
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
１
年
高
松
市
条
例
第
５
１
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 
 

 
 

 
 

  
 

 
高
松
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

（
高
松
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
高
松
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
１
年
高
松
市
条
例
第
５
１
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 （
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
５
条

 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第

６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
下
水
道
事
業
の
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
万
円
以
上
で
あ
る
場

合
と
す
る
。

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
５
条

 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第

６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
下
水
道
事
業
の
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
万
円
以
上
で
あ
る
場

合
と
す
る
。
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（
高
松
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
高
松
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
２
年
高
松
市
条
例
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
７
条

 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第

６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に

従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
万
円
以
上
で
あ
る
場
合

と
す
る
。

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
７
条

 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第

６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に

従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
万
円
以
上
で
あ
る
場
合

と
す
る
。

 

 
 

（
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
３
条

 
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
高
松
市
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
）

 

第
３
条

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
９

（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
３
４
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務

で
、
昭
和
６
４
年
１
月
７
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向

 

か
っ
て
免
除
す
る
。

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
）

 

第
３
条

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８

（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
３
４
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務

で
、
昭
和
６
４
年
１
月
７
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向

 

か
っ
て
免
除
す
る
。

 

－114－



 

 
 

（
高
松
市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
４
条

 
高
松
市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
２
年
高
松
市
条
例
第
４
８
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

 
 

２
４
３
条
の
２
の
８
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
長
若
し
く
は
市
の
委
員
会

の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は
市
の
職
員
（
同
法
第
２
４
３
条
の
２
の
９
第
３
項

の
規
定
に
よ
る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
「
市
長
等
」
と

い
う
。
）
の
市
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

 
 

２
４
３
条
の
２
の
７
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
長
若
し
く
は
市
の
委
員
会

の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は
市
の
職
員
（
同
法
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
３
項

の
規
定
に
よ
る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
「
市
長
等
」
と

い
う
。
）
の
市
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

附
 
則

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
９
月
２
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  

（
提
案
理
由
）

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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議案第７２号  

 

   財産の取得について  

 

 次のとおり財産（物品）を取得します。  

 

  令和８年６月１２日提出  

 

 

                  高松市長  大  西  秀  人  

 

 

１  取得する財産の名称・規格・数量  

名  称  災害対応特殊消防ポンプ自動車（常備）  

規  格  
ＣＤ－Ⅰ型（４ＷＤマニュアルトランスミッション車及びぎ

装（各種資機材等積載））  

数  量  １台  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  金７３，７００，０００円  

４  契約の相手方  高松市屋島西町１９３１番地５  

株式会社福島商会  

代表取締役  福  島  桂  子  

 

 

 （提案理由）  

 地方自治法第９６条第１項第８号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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（参照１）  

  地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第７号  省略  

(８ ) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定  

める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。  

第９号～第１５号  省略  

第２項  省略  

 

 

（参照２）  

  高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第３条  法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければなら  

 ない財産の取得又は処分は、予定価格３，０００万円以上の不動産若しくは  

 動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件５，０００平方メート

ル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。  
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議案第７３号  

財産の取得について

次のとおり財産（物品）を取得します。  

  令和８年６月１２日提出  

高松市長  大  西  秀  人  

１  取得する財産の名称・規格・数量  

名  称  消防ポンプ自動車（非常備）  

規  格  

(１ ) ＣＤ－Ⅰ型（ ２ Ｗ Ｄ オ ー ト マ チ ッ ク ト ラ ン ス ミ ッ 

ション車及びぎ装（各種資機材等積載））

(２ ) ＣＤ－Ⅰ型（４ＷＤマニュアルトランスミッション車

及びぎ装（各種資機材等積載））  

数  量  
規格 (１ ) １台  

規格 (２ ) １台  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  金５８，９６０，０００円  

４  契約の相手方  株式会社岩本商会  

 代表取締役  仙  波  誉  子  

 上記代理人  

高松市伏石町１３４０番地３  

株式会社岩本商会高松支店  

支店長  金  子  寿  一
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（提案理由）  

 地方自治法第９６条第１項第８号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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議案第７４号  

財産の取得について

次のとおり財産（物品）を取得します。  

  令和８年６月１２日提出  

高松市長  大  西  秀  人  

１  取得する財産の名称・規格・数量  

名  称  高度救命処置用資機材（高規格救急自動車用）  

規  格  気道確保用資機材、人工呼吸器、自動体外式除細動器等  

数  量  ３組  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  金５７，７５０，０００円  

４  契約の相手方  高松市中野町１２番６号  

尾路医科器械株式会社  

代表取締役  尾  路  紘  一  

（提案理由）  

 地方自治法第９６条第１項第８号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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議案第７５号  

財産の取得について

次のとおり財産（物品）を取得します。  

  令和８年６月１２日提出  

高松市長  大  西  秀  人  

１  取得する財産の名称・規格・数量  

名  称  高規格救急自動車（シャシ）  

規  格  ４ＷＤオートマチック車（ＡＢＳ装着車）  

数  量  ３台  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  金５６，８７５，５００円  

４  契約の相手方  高松市番町二丁目５番１４号  

香川トヨタ自動車株式会社  

代表取締役  灘  波  順  一  

（提案理由）  

 地方自治法第９６条第１項第８号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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議案第７６号  

 

      工事請負変更契約の締結について  

 

工事請負変更契約を次のとおり締結します。  

 

    令和８年６月１２日提出  

 

 

                                    高松市長   大  西  秀  人  

 

 

１  契 約 の 目 的  重要文化財披雲閣本館（大書院）耐震補強等工事  

２  当初契約時の  一般競争入札  

  契 約 の 方 法 

３   契 約 金 額  現契約金額  金１４６，４９９，１００円  

          変更後の額  金１７８，６１５，８００円  

４   契約の相手方    高松市室町１９１９番地の１  

          株式会社香西工務店  

          代表取締役  香  西  康  伸  

 

 

（提案理由）  

令和５年９月１１日公告の当該工事の請負契約については、その予定価格が

１億５千万円未満のため、議会の議決に付す必要のない契約であったが、請負

代金額を変更する必要が生じ、変更後の当該額が１億５千万円以上となるため、

地方自治法第９６条第１項第５号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものです。  

 

 

－125－



（参照１）  

  地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第４号  省略  

(５ ) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約

を締結すること。  

第６号～第１５号  省略  

第２項  省略  

（参照２）  

    高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予

定価格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第７７号  

訴えの提起について  

母子福祉資金貸付金の償還等を求めるため、次のとおり訴えを提起するもの

です。  

令和８年６月１２日提出  

高松市長  大  西  秀  人  

１  被告となるべき者の住所及び氏名  

２  事件内容  

上記１に記載の者（以下「相手方」という。）に対し、平成４年４月から

平成９年３月までの間に貸付けを行った母子福祉資金について、相手方に対

して度々償還を求めたものの、その一部しか履行されなかったことから、令

和８年１月２３日に、償還未済額に対する支払督促の申立てを新津簡易裁判

所に対し行ったところ、同年２月１６日に相手方から督促異議の申立てが

あったため、民事訴訟法第３９５条の規定により、支払督促の申立ての時に

訴えの提起があったものとみなされるものです。  

３  請求の趣旨  

(１ ) 相 手 方 は 、 市 に 対 し 、 当 該 貸 付 金 の う ち 償 還 未 済 額 の 金 

１９３万６，４００円を支払うこと。  

(２ ) 訴訟費用は相手方の負担とすること。

４  訴訟遂行の方針  

(１ ) 弁護士２人を原告訴訟代理人に、高松市職員７人を原告指定代理人と
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するほか、訴訟の進行に応じ適切な方法による。  

(２ ) 判決の結果、必要がある場合には上訴する。  

 

 

（提案理由）  

地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を求めるもので

す。  

 

 

（参照）  

地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第１１号  省略  

(12) 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、

訴えの提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法

第３条第２項に規定する処分又は同条第３項に規定する裁決をいう。以下

この号、第１０５条の２、第１９２条及び第１９９条の３第３項において

同じ。）に係る同法第１１条第１項（同法第３８条第１項（同法第４３条

第２項において準用する場合を含む。）又は同法第４３条第１項において

準用する場合を含む。）の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟

（以下この号、第１０５条の２、第１９２条及び第１９９条の３第３項に

おいて「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。）に係るものを除

く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方

公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停及び仲

裁に関すること。  

第１３号～第１５号  省略  

第２項  省略  
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議案第７８号  

事業契約の締結について

事業契約を次のとおり締結します。

令和８年６月１２日提出  

高松市長  大  西  秀  人

１  事 業 名  香南地域の道の駅に係る官民連携再整備事業  

２  事 業 の 目 的  香南地域の道の駅及びその周辺施設等の改修並びに当該

改修した施設等の維持管理及び運営  

３  契 約 の 方 法  随意契約  

４  契 約 金 額  金５１０，８８４，０００円  

５  契約の相手方  代表者  高松市朝日新町１７番１５号  

株式会社創裕  

代表取締役  川  北  祐一郎  

構成員  高松市中間町８６９番地１  

株式会社木村建設  

代表取締役  木  村  直  樹  

（提案理由）  

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選

定事業として、公共施設等の整備等に関する事業を実施するため、地方自治法

第９６条第１項第５号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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（参照１）  

地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第４号  省略  

(５ ) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約

を締結すること。  

第６号～第１５号  省略  

第２項  省略  

（参照２）  

高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予  

定価格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第７９号  

議決の変更について

令 和７ 年９ 月２ ６日 に議 会の 議決 を経 た 高 松市 道路 等照 明灯 ＬＥ Ｄ 化  

ＥＳＣＯ事業業務委託契約の締結についての一部を次のとおり変更します。  

令和８年６月１２日提出  

高松市長  大  西  秀  人

契 約 金 額 中 「 金 １ ， ０ ０ ５ ， ０ ７ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 金

１，０５１，２５４，２７０円」に改める。  

（提案理由）  

高松市道路等照明灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業において実施した、対象となる照

明灯についての詳細な現地調査の結果、電力柱に共架している照明灯の一部に

ついて、現行の設置基準に基づく電線等との離隔距離を確保するため、適切な

位置に移設する必要があること、一部の地下道内にある照明灯をＬＥＤ化する

ためには照明器具一式をＬＥＤに適合したものに変更する必要のあること等が

判明したことから、業務委託の内容を変更することとなり、契約金額を変更す

る必要が生じたため、地方自治法第９６条第１項第５号及び高松市契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により業務委託契約の一部変更議

決を求めるものです。  
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（参照１）  

地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第４号  省略  

(５ ) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約

を締結すること。  

第６号～第１５号  省略  

第２項  省略  

（参照２）  

  高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予

定価格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。  
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